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新たな価値を創出するクリーンセンターへ     

 

現在の松本クリーンセンターは、平成１１年４月の供用開始以来、大量のごみ

を滞りなく適正に処理し、ごみ処理熱による発電を行うとともに余熱利用施設

ラーラ松本にエネルギーを供給しています。いずれ施設としての寿命を迎える

ため、耐用年数を鑑み、建替えに向けた「新ごみ処理施設基本計画」を策定しま

した。 

 

ごみ処理施設は、私たちが健康で衛生的な生活を送るために欠かせない社会

インフラとしてだけでなく、近年では焼却処理に伴う熱を利用したエネルギー

の供給拠点としての役割も高まっています。 

 

新たに計画するごみ処理施設は、国が定めた廃棄物処理施設整備計画を踏ま

え、安全かつ安定的な処理を行います。合わせて、ごみの焼却処理に伴う熱を効

率的に回収し、今まで以上に高効率な発電を行い、地域にエネルギーを供給する

環境負荷の少ない施設にしていきます。 

  

ごみ処理施設をもっと身近に感じてもらえる試みとして、自由に見学できる

「開かれた施設」にします。そして、隣接するラーラ松本や平瀬周辺の豊かな緑

や水辺の一帯を「平瀬環境エリア」と位置付け、エリアを訪れる人々の回遊を促

します。 

 

時代は大きな転換期を迎え、ゼロカーボン社会の実現という新たな世界基準

への対応が求められています。安定的なごみ処理を行うだけの施設にとどまら

ず、エネルギーの供給拠点、人々の交流や賑わいを生み出す拠点として、新たな

価値を創出するクリーンセンターを目指します。 

 

 

 

令和５年２月 

松塩地区広域施設組合 管理者 

臥雲 義尚 
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Ⅰ はじめに 

１ 背景と策定の目的 

松本市、塩尻市、山形村及び朝日村（以下「構成市村」という。）で構成される松

塩地区広域施設組合（以下「本組合」という。）は、現在稼働している松本クリーン

センターにおいて、一般廃棄物の広域処理を行っています。 

また、焼却の熱を利用した発電を行うとともに、高温水を余熱利用施設「ラーラ

松本」に供給するなど、余熱の有効活用も行っています。 

松本クリーンセンターは、平成１１年の供用開始以来２７年が経過しており、平

成２６年度から２９年度にかけて実施した維持保全計画に基づく基幹的設備改良

事業によって、今後８年程度の安定的な施設運転が可能となっています。 

しかし、その後は施設の老朽化による処理能力の低下や補修費用の増加等が想定

されます。厳しい財政事情を踏まえた効率的なシステムや循環型社会の形成に寄与

する施設更新に向けた取組みを含め、本組合では令和１５年度中を目途に、松本ク

リーンセンターに代わる新しいごみ処理施設（以下「新ごみ処理施設」という。）を

建設する方針としています。 

そこで本組合は、令和３年４月から９月にかけて、計６回開催された新ごみ処理

施設基本構想検討委員会による、「新ごみ処理施設基本構想（以下「基本構想」とい

う。）」についての提言をもとに、令和４年２月に基本構想を策定しました。 

「新ごみ処理施設基本計画（以下「本計画」という。）」は、基本構想をもとに新

ごみ処理施設の整備方針を定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の改定に当たって… 

 本計画（初版）は、当時建設地が確定できなかったため、建設地に関連する項目に

ついて未定のまま、令和５年２月に策定しました。 

 令和７年８月、建設地が確定したため、本計画の見直しをすることとし、初版で未

定になっていた項目を中心に検討を重ねました。 

 この度、それを反映した「新ごみ処理施設基本計画【改定版】」を策定し、新たな価

値を創出する新時代のごみ処理施設を目指して、事業を進めていきます。 
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２ 主な経過 

  主な経過を表１-２-１に示します。 

 

表１-２-１ 主な経過 

 

３ 計画の位置付け 

 本計画と関連する計画は、図１-３-１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-３-１ 本計画の位置付け 

年 月 内 容 

平成１１年 ４月 松本クリーンセンター供用開始 

 ４月 松本西部広域施設組合に改称（１市１町４村） 

１７年 ４月 松本市、安曇村、奈川村、梓川村、四賀村合併（１市１町１村） 

２２年 ３月 松本市、波田町合併（３月３１日 １市１村） 

２４年 ４月 松塩地区広域施設組合の設立（２市２村） 

２５年 ３月 廃棄物処理施設長寿命化計画策定 

２６年 ５月 焼却設備改良工事着工 

３０年 ３月 焼却設備改良工事完了 

令和 ２年 ２月 新ごみ処理施設建設適地一次選定により、１２０カ所を候補地と

して絞込む。 

１１月 新ごみ処理施設建設適地二次選定により、現施設周辺が最も有力

との評価となる。 

  ３年 １月 新ごみ焼却施設建設用地（島内地区）に関する覚書締結 

  ４月 

～９月 

基本構想検討委員会（計６回開催） 

基本構想について管理者へ提言 

１０月 

～４年 １月 

新ごみ処理施設建設事業構成市村連絡会議（計２回開催） 

 

４年 ２月 基本構想策定 

１２月 

～５年 １月 

組合議会議員協議会 

パブリックコメント実施 

２月 基本計画策定 

循環型社会形成推進地域計画 

（環境省へ構成市村や本組合が提出） 

新ごみ処理施設基本構想  

（本組合・令和４年２月策定）       

★新ごみ処理施設基本計画 

（本組合） 

温暖化対策実行

計画 

（本組合） 

                     

廃棄物処理施設

整備計画 

（環境省） 
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４  新ごみ処理施設の基本方針 

⑴ 施設整備の基本方針 

基本構想に示した、新ごみ処理施設建設を進めるに当たっての施設整備のコン

セプトとなる基本方針は表１-４-１に示すとおりです。 

 

表１-４-１ 施設整備の基本方針 

 

「新たな価値を創出する新時代のごみ処理施設を目指して」 

安心・安全な施設 

１-１ 住民に開かれたごみ処理施設を目指します。 

１-２ 住民の生活を支える施設として、２４時間３６５日の安定稼働を目指します。 

１-３ 災害に強い、強靭な施設を目指します。 

１-４ 災害時のエネルギー供給拠点として活躍できる施設を目指します。 

 

環境に配慮した施設 

２-１ 温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化の低減に寄与する施設を目指します。 

２-２ 省エネルギー化や廃棄物エネルギーの効率的な回収を目指します。 

２-３ 環境汚染物質の発生を抑制し、周辺環境への負担を低減する施設を目指します。 

２-４ ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進に対応した施設を目指します。 

２-５ 最終処分場の延命化に寄与する施設を目指します。 

 

地域に価値を創出する施設 

３-１ 社会状況の変化や地域の課題に対応したインフラ機能としての施設を目指します。 

３-２ 地域にエネルギーを供給することで、持続可能な自立・分散型社会の形成（地域循 

環共生圏）に寄与する施設を目指します。 

３-３ 環境教育・学習の場としてはもちろん、住民の活動拠点となる施設を目指します。 

３-４ 地域のエネルギーセンターとしてエネルギーを供給しながら、脱炭素化や CO2の 

地産地消を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 

基本方針２ 

基本方針３ 
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⑵  平瀬環境エリアの創出 

誰もが自由に見学ができる施設にすることで、ごみ処理施設をもっと身近に

感じてもらえる「開かれた施設」にしていきます。 

これにより、隣接するラーラ松本や平瀬周辺の自然と融合を図ります。「学

び」・「遊び」・「癒し」が三位一体となり、回遊することができるエリアを「平瀬

環境エリア」と位置付け、新たな価値を創出する新時代のごみ処理施設を目指し

ます。 

テーマ及びイメージを図１-４-１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

図１-４-１ イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「学びから遊びと癒しが一体となった平瀬環境エリアの創出」 

Ⅰ はじめに 

コラム 

「平瀬」について 

平瀬とは、松本市島内地区の北端周辺の呼び名です。 

周辺には一級河川の梓川と奈良井川が流れており、その合流点に松本クリー

ンセンターは位置しています。 

豊かな自然が残っており、周辺には希少な昆虫や多くの動植物がみられます。 

 学び 
（新ごみ処理施設） 

 遊び 
（ラーラ松本） 

 

施設開放 

環境学習 

回遊 
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Ⅱ 施設整備の基本条件 

１ ごみ処理の体制 

 ⑴ 構成市村の位置図 

   構成市村や松本クリーンセンターの位置図を、図２-１-１に示します。 

図２-１-１ 構成市村の位置図 

 

 ⑵ 処理対象のごみ 

現施設のごみ処理に係る事業主体を表２-１-１に示します。 

 

表２-１-１ ごみ処理施設の処理内容及び事業主体 

事業区分 処理内容 事業主体 

中間処理 可燃ごみ 本組合 

粗大ごみ・破砕ごみ 本組合（松本市・山形村分）、構成市村

（塩尻市・朝日村の収集分） 

プラスチック資源 本組合（松本市・山形村分） 

構成市村（塩尻市・朝日村分） 

資源物 構成市村 

最終処分 焼却灰・集じん灰（集じん設備で

捕集された飛灰） 

本組合・構成市村 

 

 

 

 

 

 

松本市

山形村

朝日村

塩尻市

松本市 

山形村 

朝日村 

塩尻市 

富山県 

群馬県 

埼玉県 

岐阜県 

木曽町 

木祖村 

安曇野市 

伊那市 

南箕輪村 

辰野町 

岡谷市 

下諏訪町 

長和町 

上田市 

青木村 
筑北村 

大町市 

松本駅 

信州まつもと 

空港 

◎ 松本市役所 

0      2km 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

JR 
松本電鉄 

上高地  

松本クリーンセンター 

Ⅱ 施設整備の基本条件 
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⑶  廃棄物処理施設の現状 

本組合及び構成市村の廃棄物処理施設（以下「現施設」という。）の概要を、表

２-１-２～２-１-５に示します。 

 

表２-１-２ 焼却施設の概要 

施設名 松本クリーンセンター 

所在地 松本市大字島内７５７６番地１ 

管理者 松塩地区広域施設組合 

処理対象区域 松本市、塩尻市、山形村、朝日村 

施設規模 １５０t/２４h×３炉 

処理方式 全連続焼却式焼却炉（ストーカ炉） 

供用開始 平成１１年 

処理対象廃棄物 可燃ごみ 

 

表２-１-３ 破砕ごみ・粗大ごみ処理施設の概要 

施設名 リサイクルプラザ 

所在地 松本市大字島内７５７６番地１ 

管理者 松塩地区広域施設組合 

処理対象区域 松本市・山形村、塩尻市・朝日村（塩尻市・朝日村の一部は民間業

者で破砕） 

施設規模 ３５t/５h 

処理方式 破砕・選別 

供用開始 平成１１年 

処理対象廃棄物 破砕ごみ、粗大ごみ 

 

表２-１-４ 資源化施設の概要 

施設名 プラスチックリサイクル施設 松本市リサイクルセンター 

所在地 松本市大字島内７５７６番地１ 松本市大字島内９８３３番地２ 

管理者 松塩地区広域施設組合 松本市 

処理対象区域 松本市、山形村 松本市 

施設規模 １１t/５h ストックヤード面積 

１，３７０㎡、 

ペットボトル圧縮梱包 

２．８t/７h 

処理方式 圧縮・梱包 ストックヤード、圧縮・梱包 

供用開始 平成１７年 平成２０年 

処理対象廃棄物 プラスチック資源 ペットボトル、雑びん、紙類、金

属類、布類等 

 

Ⅱ 施設整備の基本条件 
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表２-１-５ 最終処分場の概要 

施設名 新最終処分場 サンクスＢＢ 

所在地 
東筑摩郡朝日村大字小野沢４

７５番地１ 

東筑摩郡山形村 

４０６４番地２ 

管理者及び 

処理対象区域 

本組合（処理対象区域塩尻

市・朝日村） 

山形村 

埋立面積（㎡） ７，３８０ １，４９２ 

埋立容量（㎥） ４２，０００ ６，１２０ 

供用開始 平成１８年 平成１０年 

埋立対象廃棄物 焼却残渣（飛灰）、 

破砕ごみ、処理残渣 
不燃ごみ 

※ 松本市では令和１０年度の供用開始を目指して、新一般廃棄物最終処分場の建設工事を行っています。

（埋立容量：２０６，５００㎥、埋立可能年数：約１７年） 

 

現施設で焼却処分するごみ等の一時保管所の役割を担う、ごみ受入れ中継施設

（塩尻クリーンセンター）の概要を表２-１-６に示します。 

中継施設への持ち込みは、塩尻市及び朝日村に居住されている方が対象です。 

 

表２-１-６ 中継施設の概要 

施設名 塩尻クリーンセンター 

所在地 塩尻市大字柿沢３０３ 

管理者 松塩地区広域施設組合 

受入れ対象区域 塩尻市、朝日村 

持ち込めるもの 燃えるごみ、埋立ごみ、剪定木・落ち葉、有害物、可燃さい断ご

み、破砕ごみ、犬・猫の処理、焼却灰 

持ち込めないもの 資源物、金属類・小型家電類、金属入りの複合粗大ごみ、引火性

のあるもの、農業資材、建築廃材、家電リサイクル法対象商品、

その他（タイヤ、バイク、バッテリー類、漬物石）、産業廃棄物等 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅱ 施設整備の基本条件 
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⑷ ごみ処理フロー 

構成市村の現行のごみ処理体制を、図２-１-２～２-１-４に示します。 

構成市村の可燃ごみは、現施設で焼却処理後、焼却灰等は本組合や各構成市村、

民間業者により埋立処分又は資源化処理を行っています。 

 

 
図２-１-２ 松本市におけるごみ処理フロー（現行） 

 

図２-１-３ 塩尻市・朝日村におけるごみ処理フロー（現行） 

 

 

 

Ⅱ 施設整備の基本条件 
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破砕ごみ処理施設

松本クリーンセンター

塩尻クリーン

センター

（中継施設）
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図２-１-４ 山形村におけるごみ処理フロー（現行） 

 

 

⑸  ごみの分別 

 

  構成市村により、ごみの分別区分や収集頻度、実際の分類名称や品目名称は異

なります。 

 

 

  

 

 

 

埋立処分

（サンクスBB）

破砕ごみ処理施設

容器包装プラスチック
処理施設

焼却施設

松本クリーンセンター

埋立処分
（民間委託）

資源化

（民間委託）

Ⅱ 施設整備の基本条件 

資料編 Ｐ１ ☞ 

プラスチック 
リサイクル施設 
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２ ごみ処理の現状 

 ⑴ ごみの種類別の排出量 

ア ごみ総排出量の推移 

 

総排出量は減少傾向 

総排出量の８割以上が可燃ごみ 

 

過去５年間（令和２～６年）の生活系ごみ及び事業系ごみの総排出量を表２

-２-１及び図２-２-１に示します。総排出量は減少傾向にあります。また、総

排出量の８割以上を可燃ごみが占めています。

 

表２-２-１ 総排出量の推移 

項目 令和 2～6年の傾向 

総排出量 ➘ 

総排出量（集団回収除く） ➘ 

可燃ごみ ➘ 

不燃ごみ ➘ 

粗大ごみ ➙ 

資源ごみ ➘ 

その他 ➙ 

混合ごみ ➙ 

集団回収 ➘ 
凡例 ➚：増加傾向          資料：「一般廃棄物処理実態調査結果」 

➘：減少傾向     

➙：横ばい傾向 

        ※ 集団回収とは、PTA 等の団体が資源物を集め、回収業者へ直接引き渡すリ 

サイクル活動です。 

 

 
図２-２-１ 総排出量の推移  
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（年度） 

Ⅱ 施設整備の基本条件 

資料編 Ｐ３ ☞ 

110,514 
108,552 107,761 

102,318 100,701 
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イ 生活系ごみ排出量の推移 

 

排出量は減少傾向 

 排出量の７割以上が可燃ごみ 

 

過去５年間（令和２～６年）の生活系ごみ排出量を表２-２-２及び図２-２-

２に示します。 

生活系ごみ排出量の傾向としては、減少傾向にあり、排出量の７割以上を可

燃ごみが占めています。 

 

表２-２-２ 生活系ごみ排出量の全体推移 

項目 令和 2～6年の傾向 

総排出量 ➘ 

総排出量（集団回収除く） ➘ 

可燃ごみ ➘ 

不燃ごみ ➘ 

粗大ごみ ➘ 

資源ごみ ➘ 

その他 ➙ 

混合ごみ ➙ 

集団回収 ➘ 
凡例 ➚：増加傾向          資料：「一般廃棄物処理実態調査結果」 

➘：減少傾向     

➙：横ばい傾向 

 

 
図２-２-２ 生活系ごみ排出量の推移 
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Ⅱ 施設整備の基本条件 

資料編 Ｐ４ ☞ 
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ウ 事業系ごみ排出量の推移 

 

排出量は減少傾向 

排出量の９割以上が可燃ごみ 

 

過去５年間（令和２～６年）における事業系ごみ排出量を表２-２-３及び図

２-２-３に示します。事業系ごみ排出量の傾向としては、減少傾向にあり、排

出量の９割以上を可燃ごみが占めています。 

 

表２-２-３ 事業系ごみ排出量の推移 

項目 令和 2～6年の傾向 

総排出量 ➘ 

可燃ごみ ➘ 

不燃ごみ ➙ 

粗大ごみ ➙ 

混合ごみ ➙ 

資源ごみ ➙ 
凡例 ➚：増加傾向          資料：「一般廃棄物処理実態調査結果」 

➘：減少傾向     

➙：横ばい傾向 

 

 

図２-２-３ 事業系ごみ排出量の推移 
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Ⅱ 施設整備の基本条件 

資料編 Ｐ６ ☞ 



 

13 

 ⑵ ごみの性状及び処理の実績 

  ア ごみ質調査結果 

 

焼却施設では、搬入された可燃ごみのごみ質の調査を行っています。 

 

イ 可燃ごみの種類別組成と単位体積重量 

 

単位体積重量は、１２９～１４２kg/m3で推移 

 

可燃ごみ組成では、紙・布類が多く、次いでビニール・合成樹脂・ゴム・皮

革類、木・竹・わら類と続きます。 

 

ウ 三成分と低位発 熱量 

 

低位発熱量の実績値は、９，９９０～１０，９８０kJ/kgで推移 

 

低位発熱量とは、ごみが潜在的に持つエネルギーを熱量で表した値であり、

可燃分が多い場合に高くなる傾向にあります。 

 

 

  

Ⅱ 施設整備の基本条件 

資料編 Ｐ８ ☞ 

資料編 Ｐ８ ☞ 

資料編 Ｐ９ ☞ 
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３ ごみ処理の将来予測 

⑴ 排出量の予測値 

 

循環型社会形成推進地域計画による排出量を採用 

 

本組合のごみの排出量の予測値は、「循環型社会形成推進地域計画（第２期）令

和７年１１月策定」（以下「地域計画」という。）の値及び構成市村算定値を採用

しています。 

地域計画及び構成市村算定値では令和１５年度までの値を予測しており、それ

を表２-３-１に示します。 

 

表２-３-１ 総排出量の予測値 

 （単位：ｔ／年） 

項目 
実績値 予測値 

R6 R9 R12 R15  

総排出量 100,701 98,637 94,826 93,348 

総排出量（集団回収除く） 99,628 97,594 93,814 92,363 

可燃ごみ  87,824 86,221 82,872 81,750 
不燃ごみ  1,135 1,080 1,038 1,010 
粗大ごみ  486 460 436 418 
資源ごみ  10,153 9,803 9,440 9,158 
その他  19 19 17 17 
混合ごみ  11 11 11 10 
集団回収  1,073 1,043 1,012 985 

   資料：「地域計画」及び構成市村算定値 

 

 

⑵ 計画ごみ質 

 

過去５年間の平均値等による計画ごみ質を採用 

 

計画ごみ質は、現時点での計画値であり、最新のごみ質分析結果をもとに今後

の基本設計等で再整理を行います。 

 

  

Ⅱ 施設整備の基本条件 

資料編 Ｐ１０ ☞ 

資料編 Ｐ１１ ☞ 
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Ⅲ 施設整備基本計画 

１ 可燃ごみ処理施設 

 

 

 

現施設 施設規模：１日当たり４５０ｔ（１５０ｔ×３炉、２炉を２４ｈ稼働） 

処理量  ： 年間約９万ｔ 

 

 ⑴ 処理方式について 

   「ストーカ式焼却方式」を採用します。（基本構想で決定した内容） 

 

 ⑵ 施設規模の算定 

ア 平常時のごみ処理量 

 

令和１５年度の予測による平常時の焼却処理量は、年間 82,397ｔです。 

 

平常時の焼却処理に必要な施設規模は、地域計画及び構成市村算定値に基づ

き算定しています。人口減少の予測に伴い、ごみの排出量・焼却量が減少する

傾向にあります。 

これらをもとに、平常時の焼却処理量を表３-１-１に示します。 

その結果、令和１５年度の予測による平常時の焼却処理量は、年間８２，３９７

ｔと算定されます。 

 

表３-１-１ 平常時の焼却処理量 

  単位：ｔ／年 

 
可燃ごみ 

中間処理後 

可燃残渣 
焼却処理量 

組 合 ８１，７５０ 647 ８２，３９７ 

松本市 ６５，７２４ 241 ６５，９６５ 

塩尻市 １３，５１１ ３７２ １３，８８３ 

朝日村 534 0 534 

山形村 1,981 34 ２，０１５ 
    

凡例    ：採用する焼却処理量              資料：「地域計画」及び構成市村算定値    

 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 

１日当たり３１２ｔ（１５６ｔ×２炉）の可燃ごみを処理できる施設 
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イ 災害廃棄物量 

 

災害廃棄物量は、１日当たり２８ｔです。 

 

「廃棄物処理施設整備計画」（平成３０年６月１９日閣議決定、環境省）（以

下「施設整備計画」という。）では、災害廃棄物の処理に対応するため、一定

程度の余裕をもった焼却施設の整備が必要とされています。 

初版策定当時は、構成市村が策定した災害廃棄物処理計画を基に、当施設で

受け入れ可能な量を見込みました。 

今回の改定版では、「循環型社会形成推進交付金等に係る施設の整備規模に

ついて」（令和６年３月２９日通知）で示された同通知に基づく施設規模の１

０％（交付金上限）を災害廃棄物処理量として見込むこととします。 

構成市村内の災害はもちろん、全国で起こる大規模な災害に対しても、積極

的に協力し受け入れていきます。 

 

ウ 施設規模 

 

１日当たり３１２ｔの可燃ごみを処理できる施設にします。 

 

施設規模は、国の基準※１に従って算定します。 

▶ 計画１人１日平均排出量：739.3g 

・循環型社会形成推進地域計画に記載している目標値（令和 15 年度） 

▶ 計画収集人口：305,363 人 

▶ 計画直接搬入量：0g 

 粗大ごみ・破砕ごみの可燃性残渣は計画１人１日平均排出量に含むため 0g  

▶ 実稼働率：79.45% 

 実稼働率＝（365 日－75日）÷365 日 

 年間停止日数については、75日を上限とする。 

▶ 施設規模の算定：312ｔ/日 

（計画１人１日平均排出量×計画収集人口＋計画直接搬入量）÷実稼働率 

＋災害廃棄物量 

  （739.3g/1,000,000×305,363 人＋0）÷79.45%＋28t＝312ｔ/日 

資料：「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」 

※１ 「循環型社会形成推進交付金等に係る施設の整備規模について(環廃対発第２４

０３２９２０号令和６年３月２９日)」（環境省） 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 施設整備基本計画 
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算定時の基礎数値となる「計画 1人 1 日平均排出量」は、今年度策定した「循

環型社会形成推進地域計画（第２期）」における、令和１５年度の目標値です。 

これは、各構成市村が推計したごみ量であり、その算出方法は以下のとおり 

です。 

・松本市 

過去５年間の実績値を基に、将来の１人１日あたりのごみ排出量（原単位）を推計し、

さらに令和１０年度に生活系ごみ及び集合住宅ごみが５％削減となるよう補正した値に

将来人口を乗じて算出 

・塩尻市 

過去５年間の実績値を基に、将来の１人１日あたりのごみ排出量（原単位）を推計し、

将来人口を乗じて算出 

・山形村 

過去５年間の実績値を基に、将来の１人１日あたりのごみ排出量（原単位）を推計し、

将来人口を乗じて算出 

・朝日村 

過去５年間の実績値を基に、将来の１人１日あたりのごみ排出量（原単位）を推計し、

さらに令和１２年度の原単位を令和２年度実績値の１６％減になるよう補正した値に将

来人口を乗じて算出 

 

エ ごみ処理能力 

ごみ処理能力は、季節的な変動のあるごみ質に対応できる能力です。  

この能力は、計画ごみ質を用いて基本設計以降で検討します。 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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⑶ 炉数の検討 

 

 

 

以下に検討結果を示します。 

 

  ア 炉数の絞込み 

 

２炉と３炉に絞り、炉数の検討を行いました。 

 

炉数の絞込みによる比較結果を表３-１-２に示します。1 炉や４炉以上では

明らかなデメリットがあるため、２炉と３炉に絞り検討を行います。 

  表３-１-２ 炉数の絞込み 

炉数構成 理由 

１炉 

▶定期補修等の度にピットへ貯留が必要 

▶極端に増えたピット貯留のごみを処理するため、

炉の酷使が多くなる。 

２炉・３炉 ▶一般的な炉数構成 

４炉以上 ▶設備の機器数が増え、炉の効率や経済性が悪い。 

また、国の基準※２においても２炉及び３炉のいずれかを基本としています。 

※２ 「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて（環廃対発第０４

０４２８００６号平成１６年４月２８日）」（環境省） 

 

  イ 炉数の評価 

 

炉数は２炉（２炉×１５６ｔ/日）とします。 

 

初版では３炉を採用することとしていましたが、昨今の社会状況等を踏まえ、

再度炉数の検討を行いました。その検討結果を表３－１－３に示します。 

２炉：３炉＝４：４となり、２、３炉構成が同等の結果となりました。 

評価の見直しは以下のとおりです。 

① 基本方針２「ＣＯ2削減性（定期整備時の発電量の減少幅）」について、近

年建設された同様の施設を参考に検証した結果、同等の評価になりました。 

② 基本方針３「１炉休止時の周辺の余熱施設へのエネルギー供給」について、

は、近年建設された同様の施設を参考に検証した結果、同等の評価になりま

した。 

よって、どちらも基本方針で示している３項目を総合的に満足するため、特

に近年の物価及び人件費の大幅な高騰により、基本方針１の「経済性」を重視

する必要性が非常に高まったことから、２炉を採用します。 
※ 用語解説 

 炉 ごみを燃焼する部分 

Ⅲ 施設整備基本計画 

炉数＝２炉（２炉×１５６ｔ/日） 

資料編 Ｐ１２ ☞ 
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表３-１-３ 炉数の比較検討表 ※詳しくは資料編 

大
項
目 

詳細項目 
評価内容 炉数

評価 １５６ｔ/日×２炉 １０４ｔ/日×３炉 

基本方針１ 安心・安全な施設 

ご
み
処
理
量 

定期整備時のごみ処理

（１炉停止） 

× １日当たりの処理量が

１５６ｔのみ。 

〇 １日当たりの処理量

２０８ｔが可能 
３ 

大規模改修時のごみ処

理（１炉停止） 

× １日当たりの処理量が

１５６ｔのみ。 

〇 １日当たりの処理量

２０８ｔが可能 
３ 

災害ごみの処理量 稼働率は同一となるため、基本的に差はない。 － 

焼却炉自体の燃焼量調

整幅 

× 相対的に少ない。 〇 細やかな調整が可能

となり、幅は広がる。 
３ 

経
済
性
※ 

建設費 〇 機器が少ないため安価 × 機器が多いため高価 ２ 

平常時の薬品使用量 ごみ処理量に起因するため差はない。 － 

平常時の機械 

メンテナンス料 

〇 機器が少ないため安価 × 機器が多いため高価 
２ 

大規模改修時のコスト 〇 機器が少ないため安価 × 機器が多いため高価 ２ 

建
屋
規
模
※ 

炉そのものの面積 ごみ処理量に起因するため大きな差はない。 － 

建築面積・延床面積等 〇 小さくなる傾向 × 大きくなる傾向 ２ 

主要機器等の全高 × やや高い 〇 やや低い ３ 

基本方針２ 環境に配慮した施設 

環
境
配
慮 

ＣＯ2 削減性（定期整備

時の発電量の減少幅） 
発電量を維持でき、売電を継続可 － 

排ガス中の有害物質低

減性 
十分な環境対策のもと処理するため、差はない。 － 

緊急停止時の安定性 基本的に安定性はどちらも確保されている。 － 

基本方針３ 地域に価値を創出する施設 

発
電
量
等
※ 

平常時 ごみの焼却処理量に起因するため、同一となる。 － 

１炉休止時の周辺の余

熱施設へのエネルギー

供給 

蒸気量を維持でき、施設への供給を継続可 － 

評価結果のまとめ（〇の数） ４ ４  

凡例 評価内容 〇：良い評価、×：悪い評価 

評価結果等による採用  －：２炉及び３炉ともに相違がない項目 

詳細項目 ※：定量的な評価にはメーカーヒアリングによる確認が必要な内容 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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 ⑷ ピット容量 

ア 可燃ごみピットの貯留量 

ごみピットへ搬入されるごみは、時期（季節）・曜日等によりその量や質が変

動します。そこで、一時的にごみをピットに貯留し、燃焼の安定化を図るため

に撹拌作業を行っています。 

また、炉を全て停止して補修する期間中は、ごみを燃やすことができないた

め、搬入される全てのごみがピットに貯まり続けます。 

そのため、ピット容量は補修期間中のごみを貯留できる容量とし、現施設の

運転計画を参考に７日分以上のごみを貯められる施設にします。 

 

イ 灰ピットの貯留量 

灰の貯留はピット方式を基本とし、集めた灰を安全に貯留できる構造である

必要があります。 

灰ピット容量は計画・設計要領※３や仕様書作成の手引き※４に従い、以下の点

を考慮します。 

・休日や灰クレーンの故障等を考慮 

・最大搬出量を２日分以上 

・集じん灰と焼却灰とに分離して貯留できる構造 

・搬出予定を考慮して容量を決定 

本計画では、搬出先が構成市村により異なることを考慮して、７日分以上の

灰を貯められる施設にします。 

 

※３ ごみ処理施設整備の計画・設計要領（公益社団法人全国都市清掃会議、2017改訂

版） 

※４ 廃棄物処理施設の発注仕様書作成の手引き（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル

対策部廃棄物対策課、平成 25年 11月） 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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⑸ 可燃ごみ処理フロー  

一般的なごみ処理施設を参考例として、可燃ごみ処理フローを図３-１-１に示

します。 

 

 

※必要に応じて設置 

図３-１-１ 可燃ごみ処理フロー図 

 

 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 

資料編 Ｐ１４ ☞ 
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２ 破砕ごみ・可燃性粗大ごみ処理施設 

⑴ 施設規模の算定 

将来の収集体制を考慮して、埋立ごみも同時収集した場合も想定して施設規模

を算定します。埋立ごみを同時処理するかについては、基本設計時に検討します。 

 

 

 

 

現施設 施設規模：１日当たり３５ｔ（５ｈ稼働） 

処理量 ： 年間約２，５００ｔ 

 

ア 破砕ごみ・可燃性粗大ごみ処理量 

 

令和１５年度の予測による破砕ごみ・可燃性粗大ごみ処理量は、年間２，２

３０tです。ただし、埋立ごみを同時処理する場合は、２，８３５ｔです。 

 

  地域計画及び構成市村算定値に基づき算定するため、処理量は令和１５年度

の予測値を用います。地域計画及び構成市村算定値によると、破砕ごみ・可燃

性粗大ごみ処理量は表３-２-１のとおり、２，２３０t／年と予測しています。

ただし、埋立ごみを同時処理する場合は、２，８３５ｔです。 

 

表３-２-１ 破砕ごみ・可燃性粗大ごみ処理量 

    単位：ｔ／年 

 
破砕ごみ 可燃性粗大ごみ 破砕処理量 

埋立ごみ 破砕処理量 

（埋立含む） 

組 合 327 1,903 ２，２３０ ６０５ ２,８３５ 

松本市 317 1,485 1,802 ６０５ ２，４０７ 

塩尻市 10 382 392 0 392 

山形村 0 36 36 0 36 

朝日村 0 0 0 0 0 
 

凡例    ：採用する破砕処理量       資料：地域計画及び構成市村算定値の令和１５年度予測値 

   ※災害による破砕ごみの処理は現在想定していません。 

 

イ 施設規模 

 

１日当たり１３ｔ（5ｈ稼働）の破砕ごみ・可燃性粗大ごみを処理できる施設にし

ます。埋立ごみを同時処理する場合は、１日当たり１６ｔ（５ｈ稼働）を処理で

きる施設にします。 

 

施設規模は計画・設計要領 P20※3に沿って算定します。 

また、施設の稼働体制を考慮しながら算定します。 

Ⅲ 施設整備基本計画 

 

 

 

 

１日当たり１３ｔ（５ｈ稼働）の破砕ごみ・可燃性粗大ごみを処理できる施設 

埋立ごみを同時処理する場合は、１日当たり１６ｔ（５ｈ稼働）を処理できる施設 

資料編 Ｐ１７ ☞ 
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ごみ量が最も多い月に対応できる施設とします。 

なお、処理可能なごみの大きさは、現施設と同程度のものを想定しています

が、前処理施設として裁断機を導入する等を、今後の基本設計以降で検討しま

す。 

 

算定を以下に示します。 

▶ 処理対象ごみ量： 

 破砕ごみ・可燃性粗大ごみを処理する場合 

・2,230ｔ／年（破砕処理量見込み） 

＝可燃性粗大ごみ 1,903ｔ／年＋破砕ごみ 327ｔ／年 

＝可燃性粗大ごみ 5.21ｔ／日＋破砕ごみ 0.90ｔ／日 

  破砕ごみ・可燃性粗大ごみ・埋立ごみを処理する場合 

・2,835ｔ／年（破砕処理量見込み） 

＝可燃性粗大ごみ 1,903ｔ／年＋破砕ごみ 327ｔ／年＋埋立ごみ 605ｔ／年 

＝可燃性粗大ごみ 5.21ｔ／日＋破砕ごみ 0.90ｔ／日＋埋立ごみ 1.66ｔ／年 

▶ 実稼働率：55% 

・年間停止日数： 

補修点検期間 40日＋土日祝日 120 日＋年末年始 4日＝164 日 

・年間実稼働日数：365日－164日＝201日 

∴201／365＝55% 

▶ 施設規模の算定 

・施設規模： 

破砕ごみ・可燃性粗大ごみを処理する場合 

（可燃性粗大ごみ計画年間日平均処理量×最大月別変動係数＋破砕ごみ計画

年間日平均処理量×最大月別変動係数）÷実稼働率 

＝(5.21ｔ／日×1.15＋0.90ｔ／日×1.30)÷55％ 

＝13.02ｔ／日 ≒ 13ｔ／日 

  破砕ごみ・可燃性粗大ごみ・埋立ごみを処理する場合 

（可燃性粗大ごみ計画年間日平均処理量×最大月別変動係数＋破砕ごみ計画

年間日平均処理量×最大月別変動係数＋埋立ごみ計画年間日平均処理量）÷

実稼働率 

＝(5.21ｔ／日×1.15＋0.90ｔ／日×1.30＋1.66ｔ／日)÷55％ 

＝16.04ｔ／日 ≒ 16ｔ／日 

 

⑵ 破砕ごみ・可燃性粗大ごみピットの貯留量 

ピットの容量は、破砕設備の補修点検日数を考慮して、施設規模の７日分以上

の貯留容量とします。 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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⑶ 処理方式の比較・検討 

  現在の破砕ごみ・可燃性粗大ごみ処理施設では、低速・高速破砕機（ごみを砕

き、細かくする）、磁選機（鉄類の回収）、選別機（不燃物やアルミ、可燃物の分

別）で処理を行っています。 

破砕機の機種選定は、環境性能(騒音・振動)、安全性(危険物除去・爆発対策・

火災対策)、ランニングコスト等を考慮します。 

破砕ごみ処理施設は、処理対象物を破砕選別し、鉄等の資源化を効率的に行う

ことで埋立処分量の負担軽減を図ります。新ごみ処理施設は、現施設と同様に４

種選別（鉄類／アルミ／可燃残渣／不燃残渣）を採用します。 

 

  ア 破砕機・裁断機 

    破砕機の選定は、処理対象物の形状や寸法、単位時間処理量も踏まえ基本設

計以降で検討します。 

 

  イ 選別機 

選別の精度は選別の特性により、複数の機械を組合わせることで向上するた

め、経済性等を比較しながら基本設計以降で検討します。 

なお、リチウムイオン電池混入による火災リスクに対して、対応できる消火

設備を設置します。 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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⑷ 破砕ごみ・可燃性粗大ごみ処理フロー 

一般的なごみ処理施設を参考例として破砕ごみ・可燃性粗大ごみ処理フローを

図３-２-１に示します。 

 

 

図３-２-１ 破砕ごみ・可燃性粗大ごみ処理フロー図 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 

資料編 Ｐ１９ ☞ 
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３ プラスチックリサイクル施設 

⑴ 施設規模の算定 

 

 

 

現施設 施設規模：１日当たり１１ｔ（５ｈ稼働） 

処理量 ： 年間約１，２７０ｔ 

 

ア 施設の処理内容 

 

構成市村全域から排出されるプラスチックの処理を想定しています。 

 

既存のプラスチックリサイクル施設では、松本市・山形村のプラスチック資源

の処理を行っています。新ごみ処理施設では、塩尻市・朝日村を含めた構成市村

全域から排出されるプラスチック資源の処理を想定しています。 

 

イ プラスチックリサイクルの予測処理量 

 

令和１５年度のプラスチック処理予測量は、年間２，６６３tです。 

 

  地域計画及び構成市村算定値に基づき算定するため、処理量は令和１５年度

の予測値を用います。 

  地域計画や構成市村の計画によるプラスチックリサイクルの予測処理量を

表３-３-１に示します。 

 

表３-３-１ プラスチックリサイクル量 

      単位：ｔ／年  

 プラスチックリサイクル 

処理合計 

組 合 ２，６６３ 

松本市 ２，１７７ 

塩尻市 427 

山形村 ３４ 

朝日村 ２５ 

    凡例    ：採用するリサイクル量              資料：「地域計画」及び構成市村算定値 

 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 

１日当たり１３ｔ（５ｈ稼働）のプラスチックを処理できる施設 
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ウ 施設規模 

 

１日当たり１３ｔ（５ｈ稼働）のプラスチックを処理できる施設にします。 

※構成市村における資源化施策等の進捗状況により、要求水準書の段階で施

設規模を見直す可能性があります。 

 

施設規模の算定は計画・設計要領 P20※3に沿って算定します。また、施設の稼

働体制を考慮しながら算定します。 

算定を以下に示します。 

▶ 処理対象ごみ量： 

・2,663ｔ／年（プラスチック処理量見込み）＝7.30ｔ／日 

▶実稼働率：65% 

・年間停止日数： 

補修点検期間 5日＋土日祝日 120日＋年末年始 4日＝129日 

・年間実稼働日数：365日－129日＝236日 

∴236／365＝65% 

▶ 施設規模の算定 

・施設規模： 

（プラスチックリサイクル計画年間日平均処理量×最大月別変動係数）÷実稼

働率 

＝7.30ｔ／日×1.12÷65％ 

＝12.58ｔ／日 ≒ 13ｔ／日 

 

 

 ⑵ 受入れ供給設備 

   既存のストックヤード方式の場合では、必要となる床面積が大きくなることか

ら、破砕ごみ処理施設と同様に、ピットアンドクレーン方式による受入れとする

ことも含めて基本設計以降で検討します。 

 

 ⑶ 処理方式の比較・検討 

現在のプラスチックリサイクル施設では、破袋（ごみ袋を破き処理物を出す）、

選別（不適物を取り除く）、圧縮梱包（ごみを圧縮し梱包品を成形する）を行って

います。 

  ア 破袋機 

    破袋機の選定は、プラスチック資源の分別基準、内容物の組成及び選別方法

等を考慮して、基本設計以降で検討します。 

 

  イ 破砕機・裁断機 

    破砕機・裁断機の選定は、処理対象物の形状や寸法、単位時間処理量も踏ま

え基本設計以降で検討します。 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 

資料編 Ｐ２０ ☞ 
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  ウ 選別 

近年では、近赤外線等を用いて選別を行う選別機もあるため、目視による手

選別と効率等を比較しながら基本設計以降で検討します。 

 

エ 圧縮梱包 

圧縮梱包機については、製品プラスチックリサイクルの推進により、今後技

術開発が進む可能性も考えられるため、受入れ先の条件等も含めて基本設計以

降で検討します。 

 

  オ その他考慮すべき項目 

以下の項目は基本設計以降で検討します。 

・ストックヤード面積やピットの貯留容量 

・圧縮梱包資材等、ランニングコストを低減する施設 

・リチウムイオン電池混入による火災リスクに対して、対応できる消火設備の

設置 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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 ⑷ プラスチックリサイクル処理フロー 

一般的なごみ処理施設を参考例として、プラスチックリサイクル施設処理フロ

ーを図３-３-１に示します。 

 

 
 

図３-３-１ プラスチック処理施設の処理フロー図 

 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 

資料編 Ｐ２１ ☞ 
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４ 資源物処理施設 

施設規模から松本市リサイクルセンター用地を建設地に含む必要性があるため、

新ごみ処理施設に松本市リサイクルセンター機能を一体的に整備します。 

組合が一括管理運営することと、施設を一体化することにより、利用者（全構成

市村住民）の利便性向上を図ります。 

 

 ⑴ 施設規模の算定 

 

 

現施設 ペットボトル圧縮梱包機：２．８ｔ/７ｈ 

蛍光管破砕機 ：２１，０００本/７ｈ 

 

  ア ペットボトル処理量 

 

令和１５年度のペットボトル処理予測量は、年間２２９tです。 

  ※構成市村における資源化施策等の進捗状況により、要求水準書の段階で施

設規模を見直す可能性があります。 

  地域計画及び松本市算定値に基づき算定するため、処理量は令和１５年度の

予測値を用います。 

  地域計画や松本市の計画によるペットボトルの予測処理量を表３-４-１に

示します。 

 

表３-４-１ ペットボトル処理量 

単位：ｔ／年 

 直接資源化量 施設資源化量 ペットボトル処理合計 

松本市 ２２９ 0 ２２９ 

     凡例    ：採用する処理量                資料：「地域計画」及び松本市算定値 

 

 

  イ 施設規模 

 

１日当たり１．４ｔ（５ｈ稼働）のペットボトルを処理できる施設します。 

 

施設規模の算定は計画・設計要領 P20※3に沿って算定します。また、施設の稼

働体制を考慮しながら算定します。 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 

１日当たり１．４ｔ（５ｈ稼働）のペットボトルを処理できる施設 
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算定を以下に示します。 

▶ 計画年間日平均処理量： 

・229ｔ／年（ペットボトル処理量見込み）＝0.63ｔ／日 

▶実稼働率：65% 

・年間停止日数： 

補修点検期間 5日＋土日祝日 120日＋年末年始 4日＝129日 

・年間実稼働日数：365日－129日＝236日 

∴236／365＝65% 

▶ 計画月最大変動係数 

松本市リサイクルセンターにおける過去３年間の実績（1.43） 

▶ 施設規模の算定 

・施設規模：計画年間日平均処理量×計画月最大変動係数÷実稼働率 

＝0.63ｔ／日×1.43÷65％ 

＝1.38ｔ／日 ≒ 1.4ｔ／日 

 

  ウ その他施設 

   (ｱ) 蛍光管 

導入する専用の破砕機の能力に依るため基本設計で検討します。 

   (ｲ) 雑びん・スプレー缶等 

設備等の設置の必要性について基本設計で検討します。 

 

 ⑵ 受入れる品目 

  ア 構成市村の住民等による直接持込分 

    金属類（アルミ缶、スチール缶、その他金属類）、紙類（新聞、雑誌その他紙

類、段ボール、紙パック）、古布、生きびん（ビールびん、ジュースびん、一升

びん）、雑びん（白色びん、茶びん、その他色びん）、小型家電、ペットボトル、

蛍光管・体温計、電池類、スプレー缶・ライター・カセットボンベ、廃食用油、

埋立ごみのうちコンクリート製品、粗大ごみのうち中間処理せずに資源物とし

て処理する品目（物干し竿（金属製）等） 

  イ 松本市収集分 

    雑びん（白色びん、茶びん、その他色びん）、ペットボトル、スプレー缶・カ

セットボンベ、埋立ごみのうちコンクリート製品、粗大ごみのうち中間処理せ

ずに資源物として処理する品目（物干し竿（金属製）等） 

  ウ 構成市村収集分 

    蛍光管・体温計、電池類、ライター 

 

 ⑶ 保管面積及び管理方法等 

   受入原形又は中間処理後の成形品はすべてストックヤードにて貯留します。ス

トックヤードの面積・容量については、容易に搬出できる配置案を基本設計以降

に検討します。資源物品目別の搬入・受入・中間処理貯留方法の例を表３－４－

１に示します。  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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表３-４-１ 資源物品目別の搬入・受入・中間処理・貯留方法（例） 

大項目 小項目 搬入※１ 受入 中間処理 貯留※２ 

金属類 アルミ缶 － SY － （SY） 

 スチール缶 － SY － （SY） 

 その他金属類 － SY － （SY） 

紙類 新聞 － SY － （SY） 

 雑誌その他紙類 － SY － （SY） 

 段ボール － SY － （SY） 

 紙パック － SY － （SY） 

古布  － SY － （SY） 

生きびん ビールびん － SY － （SY） 

 ジュースびん － SY － （SY） 

 一升びん － SY － （SY） 

雑びん 白色びん 松本市 SY 破砕・選別 SY 

 茶びん 松本市 SY 破砕・選別 SY 

 その他色びん 松本市 SY 破砕・選別 SY 

小型家電  － SY － （SY） 

ペットボトル  松本市 SY 選別圧縮 SY 

その他 蛍光管 構成市村 SY 破砕減容 SY 

 体温計 構成市村 SY － （SY） 

 電池類 構成市村 SY － （SY） 

 スプレー缶 松本市 SY 内容物除去 SY 

 ライター 構成市村 SY 破砕 SY 

 カセットボンベ 松本市 SY 内容物除去 SY 

 廃食用油 － SY － （SY） 

 
埋立ごみのうち 

コンクリート製品 
松本市 SY － （SY） 

 

粗大ごみのうち 

中間処理せずに 

資源物として 

処理する品目 

松本市 SY － （SY） 

 ※１：全品目について、構成市村住民からの直接持込を可とする。 

※２：SY:ストックヤード、貯留設備の（）は受入設備と兼用 
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５ その他の施設等 

  いずれの施設も、現施設の規模を基本とし、環境学習施設の配置と合わせて、基

本設計以降で詳細な検討をします。 

 ⑴ 管理棟等 

  ア 管理棟 

現施設と同様に組合及び松本市の事務所を兼ねた管理棟を設置します。 

 

  イ 計量棟・洗車場 

計量棟は計量機を設置し、受付・計量スペースを確保します。 

洗車場は、ごみ収集車用を設置します。 

 

  ウ 駐車場 

駐車場は想定される台数を見込み、普通車や大型バス、車いす利用者用等の

用途に応じたスペースを確保します。 

 

  エ 車庫 

    松本市のごみ収集車を格納する車庫を設置します。 

 

⑵ 景観計画 

ごみ処理施設は大きな建築物となることが予想されます。河川沿いや道路から

の山並みの見える良好な眺望に配慮するため、松本市景観計画に則って、形状や

色彩計画、緑化等を行い、周辺環境との調和を図ります。 

 

６ 省エネルギー化 

 ⑴ 建築物の省エネルギー化 

管理棟等のＺＥＢ化や屋上緑化を検討します。 

 

 ⑵ 再生可能エネルギーの活用 

   太陽光発電設備の設置を検討します。 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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７ 環境保全目標の設定 

 ⑴ 排ガスに関する公害防止基準 

 

 

 

現在、本組合では地元町会と協定を結び、公害防止基準を設けて施設を管理し

ています。現施設と同程度の公害防止基準で管理しつつ、環境保全に取り組みま

す。 

 

新ごみ処理施設等の排ガスに関する公害防止基準の値を表３-６-１に示す数

値とします。 

 

表３-７-１ 排ガスに関する基準値 

項目 単位 
新ごみ処理施設 

公害防止基準 

現施設 

公害防止基準 
法規制値 

ばいじん g/㎥Ｎ 0.02 0.02 0.04 

硫黄酸化物 ppm 50 50 K値 14.5※1 

窒素酸化物 ppm 100 100 250 

塩化水素 ppm 50 50 430 

水銀 μg/㎥Ｎ 30  50※2 30 

ダイオキシン類 ng-TEQ/㎥Ｎ 0.1 0.1 0.1 

    凡例    ：採用する基準値 

   ※１：現施設の換算値は、2,000ppm 程度となります。 

※２：平成 30 年 4 月 1 日施行日以前に建設された施設の排出基準は、50μｇ／㎥Ｎです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 用語解説 

 ばいじん 焼却によるすすや粒状の浮遊物 

  

現施設と同程度の公害防止基準に沿って、厳格に管理 

Ⅲ 施設整備基本計画 

コラム 

ダイオキシン類 

法律により、廃棄物焼却炉から排出される焼却灰（主灰）と集じん灰（飛

灰）の処分を行う場合の基準値は、３ng-TEQ/gとされています。 

燃焼温度（８００℃）よりも低い３００～５００℃程度で生成するとされ

ています。燃焼ガスがこの温度で滞留する時間をできる限り短くすることや

速やかに冷却することが削減に効果的と考えられています。 
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 ⑵ 温室効果ガス 

 

現施設 年間約２．６万ｔの温室効果ガスを排出 

 

温室効果ガス排出削減（主としてＣＯ２削減）に取り組みます。 

 

 ごみ焼却処理に伴う熱エネルギーを利用し発電を行い、消費電力を賄うことに

より、火力発電所から排出される温室効果ガス排出量の削減にもつながります。 

温室効果ガス排出削減の取組み例を表３-７-２に示します。 

 

表３-７-２ 温室効果ガス排出削減の取組み例 

効果 項目 対策例 

機器類等のエネル

ギー消費の削減 

モーター機器 ▶インバータ化や高効率電動機の採用 

▶自動制御システムの導入 

助燃油等 ▶焼却炉等の効率的な運転計画等 

地球環境に配慮し

たエネルギー 

再生可能エネルギ

ーの活用 

▶太陽光発電等 

ＣＯ２削減 

プラスチック等 ▶焼却からリサイクル 

見える化 ▶数値等により明示化 

回収技術等 ▶実証実験段階の技術が多く、採用は困難 

剪定枝等の活用 ▶剪定枝等の有効利用 

 

本組合では令和５年度に温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定しました。 

その内容を踏まえ、基本設計や要求水準書を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 

温室効果ガス排出削減について 

松本市は「まつもとゼロカーボン実現計画」、塩尻市は「塩尻市地球温暖化

対策実行計画」、山形村・朝日村は「環境基本計画」で、それぞれ理念を示し

取組んでいます。 

Ⅲ 施設整備基本計画 
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 ⑶ その他の環境配慮  

ア 臭気対策 

現施設と同様に臭気対策を徹底し、周辺環境の保全を図ります。ごみ処理施

設における臭気の最も大きな発生源はごみピットです。 

表３-７-３に示めす対策例をもとに、臭気対策を講じます。 

 

表３-７-３ 臭気対策例 

項目 対策例 

ピット内からの防止 

▶施設内を負圧に保つとともに建築設備面に

よる密閉化 

▶負圧に保った空気を炉内に送風し、焼却用

空気へ活用 

▶扉の開閉を電動化し、開放を最小限化 

プラットホームからの臭気防止 ▶気密性の高い扉やエアカーテンの設置 

ごみ等の十分な燃焼による防止 
▶ごみの燃え残りがないよう十分な燃焼 

▶ピット内等の臭気を含んだ空気の燃焼 

 

イ 騒音・振動対策 

       ごみ焼却施設には、空気圧縮機や送風機等の出力が大きい原動機設備があり

ます。また、リサイクル施設では、回転式破砕機等の大型回転機械の振動等が

考えられます。 

表３-７-４に示す対策例をもとに騒音・振動対策を講じます。 

 

表３-７-４ 騒音・振動の対策例 

項目 対策例 

施設の機器類 

▶低騒音・低振動型の機器を採用 

▶機器と煙道等による固有周期の防止 

▶建物内部や地下への設置 

▶吸音材により空気中の音を吸収 

▶基礎等への固定部に防振ゴム等の設置 

▶気密性の高い建屋等に設置 

ごみ収集車両等の通行 ▶法定速度遵守や急停車急発進防止の徹底 

  

ウ 煙突 

 煙突の高さは、環境保全目標は十分満たしているため、航空法の制限の６０

ｍ未満で検討します。 

 

  エ 用水・排水計画 

    用水・排水は、現施設と同じ内容を基本として検討します。 

    プラント用水や生活用水は、現施設と同じ上水道や井戸水を利用します。 

    生活排水は下水道への直接放流とし、プラント排水はプラント内での利用を

Ⅲ 施設整備基本計画 
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検討します。 

 

オ 灰の処理方法 

ストーカ式焼却炉からは、焼却灰・集じん灰の２種類が発生します。 

焼却灰は、そのまま最終処分することができます。 

集じん灰は、そのまま最終処分することができないため、現施設と同じ薬剤

処理をした後に最終処分を行います。 

 

カ 渋滞対策 

主要道路から計量機までの距離を十分に確保することや効率的な計量シス

テムの導入、車両導線の工夫等により渋滞対策を講じます。 

 

  キ 敷地の造成 

    敷地の造成（盛土や切土）による河川や地下水への影響を考慮し、造成規模

を小さくするように検討します。 

  

資料編 Ｐ２３ ☞ 
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８ 災害対策 

国が策定している施設整備計画では、廃棄物処理施設の災害対策の強化とし

て、耐震化等の強靱化が求められています。 

⑴ 地震対策 

 

 

 

廃棄物処理施設は、地震による被災後、早期に復旧再稼働し、円滑に廃棄物を

処理することが求められます。 

耐震性を確保するため、建築基準法等の各種基準※６を満たした設計・施工を実

施します。 

公共施設の重要性から分類した耐震安全性の目標を表３-８-１に示します。 

新ごみ処理施設は、「石油類や劇物を使用する官庁施設」に類するものと考え、

構造体＝Ⅱ類、建築非構造部材＝Ａ類、建築設備＝甲類での整備を行うことを基

本とします。 

 

表３-８-１ 耐震安全性の目標（官庁施設の総合耐震・対津波計画基準の抜粋） 

部位 分類 耐震安全性の目標 

構
造
体 

（
柱
・
梁
等
） 

Ⅰ類 
大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用することを目

標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保 

Ⅱ類 
大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用するこ

とを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保 

Ⅲ類 
大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力

の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保 

建
築
非
構
造
部
材 

（
窓
・
外
壁
等
） 

Ａ類 

大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の管

理のうえで支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないこ

とを目標とし、人命安全確保に加えて十分な機能確保 

Ｂ類 
大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、

人命の安全確保と二次災害の防止が図られていることを目標 

建
築
設
備 

（
空
調
等
） 

甲類 

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると

ともに、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続

できることを目標 

乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているこ

とを目標 

   凡例    ：今回採用する分類 

 

 

構造体はⅡ類、建築非構造部材はＡ類、建築設備は甲類の耐震目標を採用 

Ⅲ 施設整備基本計画 
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※６に示す基準等 

▶建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

▶官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成２５年３月改定） 

▶官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 令和３年版（一般社団法人 公共建築協会：

令和３年発行） 

▶火力発電所の耐震設計規程 ＪＥＡＣ ３６０５－２０１９（一般社団法人 日本電気協会：令

和元年発行） 

▶建築設備耐震設計・施工指針２０１４年度版（一般財団法人 日本建築センター：平成２６年

発行） 

 

⑵ 浸水対策 

 

 

 

松本クリーンセンターは、梓川と奈良井川の合流地点に位置しています。 

松本市のハザードマップを図３-８-１及び図３-８-２に示します。このマップ

によると、洪水時の浸水予想区域（０.５～３.０ｍ未満）及び家屋倒壊等氾濫想

定区域（河岸浸食）に含まれています。 

「廃棄物処理施設の耐震・浸水対策の手引き」（環境省環境再生・資源循環局 

廃棄物適正処理推進課、令和４年１１月）の基本事項に重点を置き、浸水対策を

講じます。例を表３-８-２に示します。 

 

 

 

 

 

Ⅲ 施設整備基本計画 

廃棄物処理施設の耐震・浸水対策の手引きの基本事項に重点を置き、浸水対策を講じます。 
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図３-８-１ 松本クリーンセンター周辺の浸水予想区域（100 年確率） 

（抜粋・一部加筆） 

 

図３-８-２ 松本クリーンセンター周辺の浸水予想区域（1,000 年確率） 

（抜粋・一部加筆） 

新ごみ処理施設 

新ごみ処理施設 

Ⅲ 施設整備基本計画 
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表３-８-２ 浸水対策の例 

項目 対策例 

浸水によるごみ類や灰の流出対策 
▶ピット開口部やプラットホームを浸水予想水

深よりも高くする等 

機器類の浸水対策 
▶中央制御室や電気機器類、始動用電源等を浸

水予想水深よりも高い位置に設置等 

建物自体の浸水対策 
▶浸水予想水深までの鉄筋コンクリート構造化

や開口部の防水扉を設置等 

 

 ⑶ 災害発生直後の安定的な稼働対策 

   災害発生直後も速やかにごみ処理を行うことができるように対策を講じます。

例を表３-８-３に示します。 

 

表３-８-３ 災害発生時の安定的な稼働対策の例 

項目 対策例 

始動用電源の確保 
▶商用電源が遮断した状態でも、１炉を立

ち上げることができる発電機等を設置 

燃料保管設備の確保 
▶始動用電源を駆動するための燃料貯留槽

を設置 

薬剤等の備蓄 

▶薬剤の備蓄量は、「政府業務継続計画（首

都直下地震対策）」（平成２６年３月）を

踏まえ、１週間分程度を備蓄 

▶水は１週間分程度の運転が継続できるよ

う、災害時の取水方法を検討 

汎用機器類の使用 
▶早期復旧を行えるように可能な限り汎用機器

の導入を検討 

 

⑷ 寒冷地対策 

松本市は降雪・寒冷地であるため、安全対策とともに施設の稼働に支障がない

ように表３-８-４に対策例を示します。 

 

表３-８-４ 寒冷地対策の例 

項目 対策例 

除雪対策 ▶除雪スペースを確保した施設配置計画等 

スロープ等の安全対策 

▶屋根掛け 

▶ロードヒーティング 

▶融雪剤散布等 

 

 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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９ 環境学習 

 ⑴ 環境学習施設の整備方針 

 

 

 

   

  新ごみ処理施設  ：ごみ処理の様子とともにリサイクルや最新技術を学べる 

  

  ラ ー ラ 松 本 ：遊びとともに熱や電力の活用について体験できる 

 

  水辺や緑地の自然 ：癒しとともに周辺の自然環境について学べる 

 

「平瀬環境エリア」の特徴を活かし、ごみ処理の学習だけでなく、環境学習も

含めた総合的な「学び」の場を提供したいと考えています。 

開かれたごみ処理施設として、誰でも自由に見学できるようにします。また、

豊かな緑や水辺に囲まれ、希少な動植物が生息する環境やごみ処理の熱を利用し

たラーラ松本と併せ、見て触れて遊ぶ体験型学習エリアとしての整備を考えてい

ます。 

 

 ⑵ 環境学習フロアの整備例 

環境学習フロアの整備例を表３-９-１に示します。 

 

表３-９-１ 環境学習フロアの整備例 

項目 内容 

施設整備の規模 会議室・通路展示等＋棟の１フロア程度 

盛込む内容 ごみ処理の学習＋【環境教育・学習】 

ごみ処理の学習 ▶ ごみの発生から最終処分まで 

▶ 本組合が行っている処理内容 

▶ ごみのリサイクル化（３Ｒ・４Ｒ） 等 

環
境
教
育
・
学
習 

環境学習 ▶ 地球温暖化問題 

▶ ＳＤＧｓ関連 

▶ プラスチックリサイクル・海洋プラスチック問題 

▶ 身近な河川や野原・緑地の生態系紹介 等 

エネルギー

関連学習 

▶ 日本のエネルギー構成比等の展示 

▶ ごみの焼却熱を用いた発電の仕組みや発電量の展示 

▶ 再生可能エネルギーの事例展示（太陽光発電等） 

脱炭素・ 

ゼロカーボ

ンの学習 

▶ 脱炭素、ゼロカーボン全般の展示(必要性や考え方等) 

▶ 構成自治体における計画の展示 

▶ 具体的取り組みの事例紹介 

▶ ＣＯ２の発生量や削減量の見える化（パネル展示、電光掲示等） 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 

「平瀬環境エリア」の特徴を活かした新たな体験型環境学習 
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10 灰の減量策 

 

 

 

 

現状 現施設は、年間約１．２万ｔの灰を排出しています。 

 

 ⑴ 灰処理の現状 

   現施設から発生する灰は、構成市村の意向に基づき、本組合最終処分場で最

終処分を行うほか、構成市村が民間委託をして再資源化等を行っています。 

 

⑵ 灰の減量策 

 

灰の減量策は、「ごみの減量」、「プラスチック資源の資源化」、「民間委託による

処分」、「金属類の回収」、「剪定枝等の資源化」の５つを中心に検討 

 

ア ３Ｒの推進によるごみの減量化 

  優先順位が高いリデュース・リユースに加え、ごみの分別の徹底によるリサ

イクルを推進することにより、焼却処理量の減量化が図られます。 

 

イ 製品プラスチックによる可燃ごみの減量化 

製品プラスチックの資源化により、焼却処理量の減量化が図られます。 

 

ウ 民間委託による処分 

灰を民間業者へ委託し再資源化することにより、埋立てる灰の減量化が図ら

れます。 

 

エ 金属類の回収 

焼却灰中に含まれている金属類を磁選機等により回収し資源化することに

より、埋立てる灰の減量化が図られます。 

 

  オ 剪定枝・剪定木等  

    有効利用することにより、灰の減量化が図られます。 

 

カ その他 

集じん灰に含まれる未反応消石灰を再利用する集じん灰再循環方式の採用

により、灰の減量化が図られます。 

 

これらの対策を検討し、構成市村と協力して一層の灰の減量化に努めます。 

また、再資源化先の確保や新技術の動向を含め、灰処理の主体である構成市

村とも情報収集や共有、検討を行っていきます。 

Ⅲ 施設整備基本計画 

灰の減量策は、「ごみの減量」、「製品プラスチックの資源化」、「民間委託による

処分」、「金属類の回収」、「剪定枝等の資源化」の５つを中心に検討 

資料編 Ｐ２４ ☞ 
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⑶ 灰溶融について 

 

灰溶融施設は、新ごみ処理施設に設置しません。 

 

  灰溶融施設を設置しない理由を表３-１０-１に示します。 

 

表３-１０-１ 灰溶融施設を設置しない理由 

項目 理由 

灰溶融施設を設ける場合のコスト 建設費や維持管理費が増加 

売電収入も半分以下 

スラグの利用先確保 全国的な公共工事の減少により利用が難しい。 

ＣＯ２排出量 溶融施設を設けると約１.２８倍増加 

安全性（事故例の一部） 溶融物が炉壁を溶かして流出、床などを焼損 

水蒸気爆発事故、一酸化炭素中毒事故 

高濃度ダイオキシンの発生、耐火レンガの破損等 

敷地面積 候補地の敷地が狭く、一体的な整備が難しい。 
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11 エネルギー利用（回収） 

 ごみ処理施設では、ごみを燃やした熱を温水や電気に変え、施設の動力や照明、

冷暖房として利用しています。このような仕組みを「エネルギー回収」と言います。 

  新ごみ処理施設では、効率の良いエネルギー回収を行い、様々な設備や施設等へ

活用していきます。 

 

⑴ 現施設では 

現施設のエネルギー利用先一覧を表３-１１-１に示します。 

   

表３-１１-１ 現施設のエネルギー利用先一覧 

利用先 エネルギーの種類 

場内（焼却施設含む） 電力・温水・蒸気 

ラーラ松本 電力・温水 

平瀬野球場 電力 

松本平ゼロカーボンエネルギー株式会社（ＭＺＣＥ）への売電 電力 

 

⑵ 新ごみ処理施設では 

 ア エネルギー回収等 

   現施設と同様にごみを燃やした際に発生する熱エネルギーを利用して蒸気

を作り、蒸気タービン・発電機により発電を行います。 

また、ラーラ松本等への電力・温水供給や売電を行います。 

ごみの減量や製品プラスチックのリサイクルに伴う燃焼熱の低下により、エ

ネルギー回収量の減少が予想されるため、エネルギー回収の機能を最大限発揮

し、より多くのエネルギーを創出できる運用を検討します。 

エネルギー回収等の例を表３-１１-２に示します。 

 

表３-１１-２ エネルギー回収等の例 

項目  内容 

エネルギー回収 蒸気タービン発電

設備 

ごみを燃やした熱を利用して蒸気を作り、蒸

気タービン・発電機により発電 

小水力発電設備 施設内の配管設備に取付ける発電設備 

配管内を流れる水の位置エネルギーで発電 

 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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イ 今後のエネルギー利用 

回収したエネルギーは、地域に供給します。エネルギーの供給先や利用方法

は、地域の意向も踏まえながら基本設計以降で検討します。利用例を表３-１

１-３に示します。 

 

表３-１１-３ エネルギーの利用例 

項目 内容 

地域振興（農業）等への 

熱供給等 

▶温水等をパイプラインにより搬送 

▶化学蓄熱材等を用いたオフライン熱輸送システムによる、

幅広い地域への熱エネルギーの活用 

▶熱損失対策や設置・運用コスト、地域住民の意見・要望も

踏まえながら、メーカーからの提案を含めて検討 

地域新電力の電力供給 ▶現施設で行っている電力供給を継続 

災
害
時
の
機
能
強
化 

早急な復旧や 

稼働できるシス

テム等の構築 

▶災害発生時に安全に施設の稼働を停止するシステム 

▶早急な再稼働に必要な電力確保（蓄電池等、電力会社から

の受電設備） 

エネルギー拠点 

としての役割 

▶蓄電池によるエネルギー利用システムを導入 

▶ごみ収集車のＥＶ化と蓄電池の交換ユニット化 

 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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12 地域振興 

 

 

 

  本計画は、開かれたごみ処理施設を建設することにより、「新ごみ処理施設・ラ

ーラ松本・周辺自然との回遊」を柱とした「平瀬環境エリア」の創出を目指しま

す。 

このエリアは、訪れる人に豊かな自然を感じてもらえる場所であるとともに、

「学び・遊び・癒し」といった幅広い体験ができる場所にすることで、エリアそ

のものの価値が高まり、人の交流や賑わいの創出につなげたいと考えています。 

 また、ごみ処理施設で発生した熱や電力は、施設への電力供給や農業への熱や

電力の活用を検討し、その価値を広げていくことで、地域の活性化につなげたい

と考えています。エリアのイメージを図３-１２-１に示します。 

 

 

 

                            

                

 

                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-１２-１ エリアのイメージ図 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 

新たな価値を創出するごみ処理施設 

自然 ラーラ松本 

電力供給 

新ごみ処理施設 

農業振興等 

発電した電気 余熱等 

平瀬環境エリア 
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 ⑴ 余熱利用施設（ラーラ松本） 

 

魅力的な企画・運営を図り、より良い施設へ 

 

ラーラ松本は、松本クリーンセンターのごみ焼却から発生するクリーンなエ

ネルギーを利用した複合型スポーツ施設です。余熱を利用した温水プールや保

養施設（入浴施設）、各種運動施設など住民の健康増進やごみ処理施設に対する

社会的な評価を高めていく施設として、平成１１年に開館しました。 

引き続き、エネルギーの有効利用を身近に感じられる施設として、魅力的な

企画・運営を図っていきます。 

また、令和５年度から６年度に掛けて実施した劣化度調査の結果を踏まえ、

今後のラーラ松本のあり方を整理します。 

 

 ⑵ 地域へのエネルギー供給 

  ア 利用の方針 

 

地域へのエネルギー（熱や電気等）供給を継続します。 

 

現施設で行っている松本平ゼロカーボンエネルギー株式会社（ＭＺＣＥ）への

エネルギー供給を継続します。 

また、地域振興（農業等）のため、地元へエネルギーを供給することも考

えられます。詳細は基本設計以降で検討します。 

 

  イ 事例 

        エネルギー等の活用事例を表３-１２-１に示します。 

 

表３-１２-１ エネルギー等の活用例 

場所 主な内容 

佐賀市清掃工場（ごみ焼却施設） ▶ごみを焼却した際に発生する排ガスから

ＣＯ２のみを分離回収する設備を設置（平

成２８年８月） 

▶回収したＣＯ２を野菜や藻類の培養に利用 

次世代施設園芸 富山県拠点 

（富山市、民間企業） 

▶廃棄物焼却発電施設から安定的に供給さ

れる電気と廃熱を活用した大規模施設園

芸（トマトやトルコギキョウ等の栽培）を

整備 

▶エネルギーをハウスの照明や空調に利用

することでコストを削減し、ＩＣＴ等を活

用した高度環境制御システムで高品質・高

付加価値の生産 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 
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13 財源計画 

⑴ 概算事業費の算出 

 

 

新ごみ処理施設の概算事業費は、メーカーに概算見積り（可燃ごみ処理施設や

破砕ごみ処理施設、プラスチックリサイクル施設、管理棟等の関連施設の建設費、

解体費含む）を依頼し、その回答結果から算出したものです。 

各メーカーからの見積りの結果をまとめたものを表３-１３-１に示します。 

令和４年（初版策定時）の概算見積りでは、所在地や簡単な事業内容等をもと

にしたもので、詳細な設定がないため、最低価格と最高価格の金額差が大きな結

果となりました。 

見積価格については、初版策定時から、以下の主な要因により大きな変動が生

じます。 

①物価及び人件費の上昇 ②施設規模、炉数の見直し 

③松本市リサイクルセンターの一体整備 

よって、来年度実施する基本設計に基づき、再度メーカーから概算見積りを徴

収し、令和８年度にその結果を公表します。 

表３-１３-１ 見積りの結果のまとめ 

項目 内容 

調査対象メーカー数 ６社 

最低価格 ３８５億円 

最高価格 ６１６億円 

平均価格 ４７４億円 

⑵ 財源内訳 

本事業は、国の交付金対象事業として実施します。 

財源は、循環型社会形成推進交付金（以下「交付金」という。）や起債、施設整

備基金等の３つと考えています。財源のイメージを図３-１３-１に示します。 

また、交付金制度による交付率３分の１（一部２分の１）の要件を満たす施設

を目指します。 

交付金の対象経費には一定の上限が設定されますが、以下のいずれかの要件を

満たす場合には、上限は適用されません。 

  ア 生活系ごみ処理有料化を実施済み又は実施予定（本施設の稼働までに実施予

定となっていること。） 

  イ 令和７年度以前において、平成２４年度に対して可燃ごみの排出量又は１人

１日平均排出量の１６％削減を達成していること。 

総事業費 

交付金 

(高効率エネルギー回収※) 

起債 

（一般廃棄物事業債・一般事業債） 

施設整備

基金等 

   ※エネルギー回収率（発電効率と有効熱量の和）22.0％以上 

図３-１３-１ 財源のイメージ  

メーカーアンケートによる概算事業費＝３８５億円～６１６億円 

Ⅲ 施設整備基本計画 
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 14 建設地 

   

 

⑴ 経過 

年 月 内 容 

Ｒ５  ２ 基本計画（初版）策定 

Ａ敷地（長野県食肉公社及び松本市リサイクルセンター）及び

Ｂ敷地（平瀬運動公園野球場）を候補とする。 

   ８ 建設地をＡ敷地に特定 

 ７  ７ 長野県食肉公社が、令和１０年度末までに松本市の市有地を

返還することで松本市と合意 

 

 

図３-１４-１建設地 

 

⑵ 建設地の選定 

以下の点を踏まえて建設地の検討を行います。 

ア 現施設を稼働しながら建設が可能であること。 

外部委託による全量処理は費用等から難しいため、現施設を稼働しながら 

新ごみ処理施設へ切替えるものとします。 

 

イ 建設候補地の比較 

候補地の比較を表３-１４-１に示します。  

Ⅲ 施設整備基本計画 

Ａ敷地（長野県食肉公社及び松本市リサイクルセンター）に決定しました。 
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表３-１４-１ 建設候補地のメリット等の比較 

候補地 Ａ敷地 Ｂ敷地 

用
地 

面
積 

約２７，０００㎡ 

（食肉公社敷地約１６，０００㎡、 

松本市リサイクルセンター敷地 

約１１，０００㎡） 

約１４，０００㎡ 

メ
リ
ッ
ト 

▶敷地面積が広く、施設配置計画の

自由度が高い。 

▶用地形状が整形で、利用上の制限

が少ない。 

▶ラーラ松本に隣接し、余熱利用の

効率が良い。 

▶既存建造物が少ない。 

▶用地形状が整形で、利用上の制限

が少ない。 

▶ごみ処理施設の都市計画決定済 

デ
メ
リ
ッ
ト 

▶引渡時の時期が未確定（食肉公社

の解体工事や土壌汚染調査が必

要） 

▶家屋倒壊等氾濫想定区域の河岸

侵食（１０００年に一度の雨） 

▶ごみ処理施設の都市計画決定が

必要 

▶公園に近く圧迫感が大きくなる。 

▶代替野球場の用地確保が必要 

▶敷地面積がやや狭く、施設の配置

計画の自由度が低い。 

 

15 施設配置及び動線計画 

  施設配置及び動線計画を図３－１５－１に示します。 

 

図３-１５-１施設配置及び動線計画 

Ⅲ 施設整備基本計画 
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16 跡地利用計画 

  新施設稼働後に現施設の解体を行います。 

  跡地利用計画については、初版策定時は、基本計画改定とあわせて確定するこ

ととしていましたが、施設建設を令和１１年度から令和１５年度に変更したこと

に伴い、跡地利用整備までの期間が延長されました。 

つきましては、最新の地域のニーズや住民の皆さまの御意見等を反映した跡地

利用とするため、建設期間中の令和１２年から１５年に具体化します。 

 

17 事業方式・発注方式 

 ⑴ 事業方式 

   令和４年度に実施した新ごみ処理施設事業方式導入可能性調査の結果及び近

年の他自治体の動向を踏まえ、「ＤＢＯ方式」を採用します。 

 

 ⑵ 発注方式 

   環境省が推奨（廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き）する「総

合評価落札方式」を採用します。 

  

Ⅲ 施設整備基本計画 

資料編 Ｐ２５ ☞ 
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Ⅳ 計画管理 

1 ロードマップ 

 

 

２ 推進体制（組織体制） 

本事業は、組合事務局のみならず、構成市村も一体となって推進する必要があり

ます。計画を進めるに当たっては、地域住民の方と意見交換を行いながら、より良

い施設の建設を目指します。本事業の推進体制を図４-２-１に示します。 

 

図４-２-１ 事業推進体制 

  

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ Ｒ13 Ｒ１4 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17事業内容

造成・建設工事

供用開始

旧施設解体

・実施設計

・解体工事

整備基本計画等

・基本構想、基本計画

・事業方式選定

発注業務等

・基本設計

・要求水準書

・事業者選定

環境影響評価

・配慮書

・方法書

・準備書

・評価書

・事後評価

土地調査

・用地測量

・地質調査

実施設計

組 合 議 会 

理 事 者 会 

平瀬 西町会 

新ごみ処理施設検討部会 

事 務 局 

（組合） 

島内地区町会連合会 

構成市村連絡会議 

（構成市村担当課長） 

報告・相談 

報告 

協議・報告 承認 

Ⅳ 計画管理 
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Ⅴ おわりに 

 

「今は、新しいクリーンセンターを建てる計画を作っているよ。」 

『いつできるの？』 

「みんなが大人になった時くらいかな。」 

『大きくなってから、また見に来てもいいの？』 

「いつでも来ていいよ。」 

 

 

 コンセプトとなる「開かれた施設を目指して」は、施設見学で訪れた児童のひと

言がもととなっています。 

 

この児童のひと言を受けて、基本計画の方針を一から考え直しました。 

 

現施設での施設見学は予約制です。また、見学コースは上下階の移動や分かれ道

（施設内通路）が多く、自由に見学ができない要因となっています。 

 

 新ごみ処理施設では、自由に見学できる「地域に開かれた施設」を実現していきま

す。自然豊かなこの島内平瀬地区の周辺環境やごみを燃やしたエネルギーを使ったラ

ーラ松本を通じて、ごみ処理施設の新たな価値を創出したいと考えています。 

 

 今後は、基本設計の段階に入り、より具体的な施設のイメージを作り上げていき

ます。環境・安全・エネルギー等の様々な視点からより良いごみ処理施設になるよ

う地域住民を含めた多くの方々と共に事業を進めます。 

 

最後に、開かれた施設・愛される施設を目指して、新ごみ処理施設の愛称を住民

の皆さんと一緒に考えていきます。 

Ⅴ おわりに 


